
仕  様  書 

 

１ 業 務 名  英語指導助手（ＡＬＴ）派遣業務委託 

 

２ 派遣場所  栗東市立各小中学校（詳細は別紙１のとおり） 

 

３ 派遣人数  ３人 

 

４ 派遣期間  令和８（202６）年４月１日から令和９（202７）年３月３１日まで 

         令和８年度 合計 約１８５日 （土曜、日曜日および国民の祝日を除く） 

※詳細は発注者・受注者の協議により決定する。          

 

５ 派遣時間  午前８時４０分～午後４時２５分を基本とする。（休憩時間４５分を含む） 

        ※ただし、各校の日課表により若干の変更あり。      

 

６ 業務内容 

    業務遂行にあたっては、下記のＡＬＴ業務の内容について、学校の規模や状況等に応じ

て検討し、詳細については栗東市教育委員会事務局学校教育課（以下「市学校教育課」と

いう。）や学校と協議の上実施する。 

  （１）学校の年間指導計画に基づく外国語指導の補助（小学校外国語活動・外国語科授業者、 

中学校英語科教員とのティームティーチングを基本とする。） 

  （２）外国語指導にかかる教材作成の補助 

  （３）外国語関連のクラブ活動、スピーチコンテスト等における指導補助 

  （４）学校行事や特別活動及び課外活動への参加 

  （５）国際理解教育にかかる授業等の指導補助 

  （６）国際交流活動等への協力 

  （７）外国語教育にかかる研修会への参加 

  （８）その他、配置先所属長が必要と認める業務等 

 

７ 委託業務で雇用されるＡＬＴの条件 

（１）勤務日、勤務時間帯、勤務内容等詳細については、学校側と十分協議調整すること。 

また、学校の希望に添えるよう努力すること。 

（２）業務にあたっては、業務に支障がないように、ＡＬＴは十分な研修を行うこと。 

  （３）簡単な日本語で意思疎通を図ることができること。 



（４）学校関係者（教員）、生徒とのコミュニケーションが図れる者であること。 

（５）職務専念義務はもちろんのこと、委託期間中や委託期間終了後も知り得た情報を漏ら

さず、守秘義務を遵守できる者であること。 

（６）派遣ＡＬＴは、次の事柄を有する者とする。 

    （ア）日本での就労ビザを保有し、かつ、身分保障ができる者 

（イ）英語を母語とし、英語使用国の大学卒業資格またはそれと同等の資格を有する者 

    （ウ）日本における学校事情を十分に理解し、英語指導に熱意を持って取り組める者 

   （７）教育課程の一環を担うため、アルバイト等による派遣ＡＬＴは不可とする。正規の派

遣ＡＬＴとすること。 

 

８ 報告書等の提出 

（１）ＡＬＴの名簿（３人） 

（２）月別ＡＬＴ配置および巡回予定 

（３）月別業務報告書（配置校別業務日数・業務記録内容の概要） 

（４）事業完了報告書（名簿、配置担当校、配置校別月別業務日数及び合計の業務日数、 

業務内容等を含むこと） 

※(1)については業務の開始日までに、 

(2)については当該月の５日前まで、 

(3)については翌月の１５日までに、 

(4)については委託期間終了後１５日以内に栗東市教育委員会事務局学校教育課へ提出 

すること。また、事業に関わる出勤証明、業務日誌を作成し、求めに応じて提出す 

ること。 

 

９ ＡＬＴの交替について                                    

（１）ＡＬＴが誠実に業務を遂行しない場合や、生徒、教員、教育委員会等との関係が円滑 

     にいかない場合は、事業者において適宜指導を加えるものとする。指導を加えても改 

     善の見込みがない場合は栗東市教育委員会事務局学校教育課と協議の上、交替させる 

ものとする。その際の経費は派遣者である事業者側の負担とする。 

   （２）派遣ＡＬＴが欠勤した場合に、配置先所属長が代替要員の派遣を希望する場合は、必

要な派遣を行うこと。小学校派遣については原則として代替要員の派遣を行うこと。 

 

１０ 業務遂行中および業務場所への移動中における事故について 

ＡＬＴが業務場所への移動中の身体に係わる事故については、事業者の責任において一

切の処理をするものとする。 

また、加害者となった場合は、事業者の責任において一切の処理をするものとする。 



１１ その他 

（１）本派遣業務は、労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の

整備等に関する法律（昭和６０年法律）に基づき、労働者派遣契約として契約する

ものとする。 

   （２）事業者（派遣元事業主）と派遣労働者の関係において、労働基準法および最低賃金

法の規定が遵守されていること。 

（３）派遣ＡＬＴは同一校に同一の者を派遣すること。各派遣校の日数については、契約

後に栗東市教育委員会事務局学校教育課から指示をする。 

（４）学校行事などで授業がない場合等には、市内の小学校へ勤務する場合がある。 

   （５）業務の遂行にあたっては、配置先所属長ならびに英語担当教員の指揮命令に従うも

のとする。 

（６）ＡＬＴへの連絡等は事業者が行う。 

事業者は学校側とのトラブルが生じないように事前研修を必ず行い、トラブルが生

じたときは事業者が窓口となり早期に解決すること。 

上記以外で、業務を遂行していく上での事柄については、学校および栗東市教育委

員会事務局学校教育課の指示に従うこと。 

（７）責任者を定め、業務への対応および学校、栗東市教育委員会事務局学校教育課から

の指示等について、窓口を一本化すること。 

   （８）派遣ＡＬＴからの苦情の申し出を受けた場合は、速やかに学校および栗東市教育委

員会事務局学校教育課にその旨を通知すること。 

   （９）労働・社会保険に加入する必要がある派遣ＡＬＴについては、加入させてから労働

者派遣を行うこと。 

   （１０）労働者派遣事業の厚生労働大臣の許可証または届出を行った旨の書類の写しを必 

ず添付すること。 

   （１１）この仕様書に定めのない事項等詳細については、必要に応じて、栗東市教育委員

会事務局学校教育課と事業者で協議して定めることとする。 

    (１２) ＡＬＴの健康管理について 

       派遣ＡＬＴは心身ともに良好な状態で業務を遂行するため、生活習慣や食生活に

十分注意し、傷病予防に努めること。また、事業者はＡＬＴの健康状態を把握し、

適切な指導を行うこと。 

       無理な作業は控え、健康状態にも十分配慮すること。 

 

 

 

 



（別紙１） 

 

区 分 派遣場所 所 在 地 電話番号 派遣日数 

派遣ＡＬＴ 

（Ａ）１名 

栗東中学校 栗東市安養寺六丁目６－１５ 077-552-4359 
合 計 

約 185日 
栗東西中学校 栗東市綣四丁目１３－４７ 077-553-9101 

派遣ＡＬＴ 

（Ｂ）１名 
栗東西中学校 栗東市綣四丁目１３－４７ 077-553-9101 

合 計 

約 185日 

派遣ＡＬＴ 

（Ｃ）1名 

 

 

葉山中学校 栗東市六地蔵８８８ 077-554-0030 

合 計 

約 185日 

金勝小学校 栗東市御園９１１－１ 077-558-0150 

葉山小学校 栗東市高野３１０ 077-552-0018 

葉山東小学校 栗東市小野３２０ 077-553-8300 

治田小学校 栗東市坊袋７７ 077-552-0449 

治田東小学校 栗東市安養寺１４７ 077-553-3771 

治田西小学校 栗東市小柿一丁目５－２１ 077-553-2017 

大宝小学校 栗東市綣七丁目１４－１９ 077-552-2279 

大宝東小学校 栗東市野尻５０２－１ 077-551-2300 

大宝西小学校 栗東市霊仙寺四丁目２－５５ 077-554-1400 

教育委員会事務局学校教育課 栗東市安養寺一丁目１３－３３ 077-551-0130  

 

※（Ａ）は、栗東中学校をベースにしながら、週 1日程度、栗東西中学校にも派遣となる。 

※（Ｃ）は、葉山中学校をベースにしながら、週２日程度、栗東市内各小学校にも派遣となる。 

 


